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後期高齢者医療制度
・75歳以上
・約1,660万人
・保険者数：47（広域連合）

健康保険組合

・大企業のサラリーマン
・約2,870万人
・保険者数：約1,400

協会けんぽ（旧政管健保）

・中小企業のサラリーマン
・約3,550万人
・保険者数：１

前期高齢者財政調整制度（約1,640万人） 約７兆円（再掲）

（内訳：国保約1,310万人、協会けんぽ約220万人、健保組合約90万人、共済組合約10万人）

国民健康保険

（市町村国保＋国保組合）

・自営業者、年金生活者、
非正規雇用者等

・約3,600万人
・保険者数：約1,900

・公務員
・約870万人
・保険者数：85

共済組合

＜ 医療保険制度の体系＞

75歳

65歳

約１５兆円
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約１０兆円 約５兆円 健保組合・共済等 約４兆円

※１ 加入者数・保険者数、金額は平成28年度予算ベースの数値。
※２ 上記のほか、経過措置として退職者医療（対象者約90万人）がある。



市町村国保が抱える構造的な課題

１ 年齢構成

① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ ６５～７４歳の割合：国保（３５．６％）、健保組合（２．８％）

・ 一人当たり医療費：国保（３２．５万円）、健保組合（１４．６万円）

２ 財政基盤

② 所得水準が低い
・ 加入者一人当たり平均所得：国保（８３万円）、健保組合（２０２万円（推計））

・ 無所得世帯割合：２７．８％

③ 保険料負担が重い
・ 加入者一人当たり保険料／加入者一人当たり所得 市町村国保（１０．３％）、健保組合（５．６％）

④ 保険料（税）の収納率低下
・ 収納率：平成１１年度 ９１．３８％ → 平成２６年度 ９０．９５％

・ 最高収納率：９５．２５％（島根県） 最低収納率８６．７４％（東京都） 富山県９４．６８％（全国２位）

⑤ 一般会計繰入・繰上充用

・ 市町村による法定外繰入額：約３，８００億円 （うち決算補填約３，５００億円） 繰上充用額：約９００億円（平成２６年度）

３ 財政の安定性・市町村格差

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在

・ １７１６保険者中３，０００人未満の小規模保険者 ４６７（全体の１／４強）

⑦ 市町村間の格差

・ 一人当たり医療費の都道府県内格差 最大：２．７倍（北海道） 最小：１．１倍（富山県）

・ 一人当たり所得の都道府県内格差 最大：２２．４倍（北海道） 最小：１．２倍（福井県） 富山県１．４倍

・ 一人当たり保険料の都道府県内格差 最大：３．７倍（長野県） 最小：１．３倍（長崎県） 富山県１．４倍
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○ 自営業・農林水産業は、昭和40年代には約６割であったが、近年１５％程度で推移。
○ 年金生活者等無職者の割合が大幅に増加するとともに、被用者は約２割から約３割に増加。

市町村国保の世帯主の職業別構成割合の推移

（資料）厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」
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市町村国保の被保険者（75歳未満）の年齢構成の推移

（資料）厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」

被保険者数全体に占める、65歳から74歳までの割合が次第に増加し、平成26年度には37.1％となっている。
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市町村国保の保険料（税）の収納率（現年度分）の推移

（出所） 国民健康保険事業年報

（注１） 収納率は、居所不明者分調定額を控除した調定額を用いて算出している。（小数点第2位未満四捨五入）
（注２） 平成12年度以降の調定額等は介護納付金、平成20年度以降は後期高齢者支援金を含んでいる。

平成26年度の保険料（税）の収納率は90.95％であり、5年連続で上昇している。
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平成20年度
後期高齢者医療制度創設

収納率ベスト５ 収納率ワースト５

１ 島根県 95.25％ １ 東京都 86.74％

２ 富山県 94.68％ ２ 栃木県 88.79％

３ 佐賀県 94.38％ ３ 青森県 89.10％

４ 滋賀県 94.08％ ４ 千葉県 89.11％

５ 長野県 93.98％ ５ 大阪府 89.35％
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（億円）

一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入（都道府県別状況 : 平成26年度）
○ 法定外繰入を都道府県別に見ると、全体（3,468億円）の約３割（1,046億円）を東京都が占めている。
○ 繰入金額が多く大都市を抱えている１位～６位までの都府県における繰入金額は約2,300億円であり、全体の約７割を占め

ている。

合計 3,468億円

（１～６位まで：2,329億円(67.2%)）

〔出所〕国民健康保険事業の実施状況報告
（注１）東京都の決算補填等目的の繰入金のうち約６割（約651億円）が特別区の繰入金である。
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保険者別１人当たり医療費 都道府県別
１人当たり医療費最 大 最 小 格差 順位

北 海 道初山別村 645,052羅臼町 235,623 2.7倍 369,929 13

青 森 県今別町 363,406鶴田町 264,435 1.4倍 314,222 39

岩 手 県住田町 440,922軽米町 281,424 1.6倍 342,441 25

宮 城 県七ヶ宿町 417,823大衡村 291,811 1.4倍 333,558 32

秋 田 県上小阿仁村 423,116大潟村 245,624 1.7倍 365,181 15

山 形 県南陽市 390,086新庄市 299,213 1.3倍 341,954 27

福 島 県広野町 443,437古殿町 266,571 1.7倍 328,148 34

茨 城 県北茨城市 351,082八千代町 248,673 1.4倍 289,415 46

栃 木 県塩谷町 338,404益子町 268,943 1.3倍 301,810 44

群 馬 県神流町 403,884嬬恋村 236,408 1.7倍 307,275 40

埼 玉 県毛呂山町 353,054戸田市 268,585 1.3倍 305,090 42

千 葉 県長柄町 359,439旭市 252,848 1.4倍 303,572 43

東 京 都奥多摩町 383,653御蔵島村 191,862 2.0倍 298,177 45

神 奈 川 県山北町 364,411海老名市 291,802 1.2倍 316,152 38

新 潟 県阿賀町 449,967津南町 269,869 1.7倍 339,895 28

富 山 県魚津市 382,067砺波市 336,136 1.1倍 359,684 18

石 川 県穴水町 423,524野々市市 338,292 1.3倍 375,995 12

福 井 県美浜町 399,594高浜町 306,003 1.3倍 359,261 19

山 梨 県丹波山村 458,026西桂町 256,363 1.8倍 320,098 36

長 野 県平谷村 455,590川上村 175,132 2.6倍 326,029 35

岐 阜 県東白川村 414,602坂祝町 290,361 1.4倍 335,209 31

静 岡 県河津町 378,558伊東市 290,512 1.3倍 319,431 37

愛 知 県豊根村 375,003田原市 234,479 1.6倍 305,173 41

三 重 県紀北町 413,946度会町 296,662 1.4倍 342,077 26

保険者別１人当たり医療費 都道府県別
１人当たり医療

費最 大 最 小 格差 順位

滋 賀 県野洲市 361,720栗東市 313,170 1.2倍 337,334 29

京 都 府井手町 392,278京丹後市 319,859 1.2倍 346,444 24

大 阪 府岬町 427,777泉南市 293,395 1.5倍 347,447 23

兵 庫 県佐用町 412,079豊岡市 314,423 1.3倍 350,534 22

奈 良 県上北山村 451,942天理市 277,078 1.6倍 330,949 33

和 歌 山 県北山村 430,966みなべ町 259,763 1.7倍 335,827 30

鳥 取 県日南町 445,928北栄町 322,892 1.4倍 360,801 17

島 根 県川本町 497,668隠岐の島町 351,047 1.4倍 409,779 2

岡 山 県新見市 453,933西粟倉村 324,725 1.4倍 385,772 10

広 島 県大崎上島町 500,622世羅町 334,323 1.5倍 389,958 8

山 口 県上関町 503,905下松市 356,488 1.4倍 410,013 1

徳 島 県神山町 463,976藍住町 342,099 1.4倍 380,147 11

香 川 県直島町 481,195宇多津町 353,940 1.4倍 405,387 3

愛 媛 県上島町 446,903宇和島市 310,107 1.4倍 363,638 16

高 知 県大豊町 562,166四万十市 318,008 1.8倍 386,318 9

福 岡 県豊前市 441,109春日市 316,793 1.4倍 357,316 20

佐 賀 県みやき町 485,956玄海町 336,213 1.4倍 398,833 5

長 崎 県長崎市 440,763対馬市 332,069 1.3倍 393,631 6

熊 本 県水俣市 524,653産山村 267,344 2.0倍 369,590 14

大 分 県津久見市 487,622姫島村 344,043 1.4倍 400,777 4

宮 崎 県美郷町 436,711綾町 310,823 1.4倍 351,534 21

鹿 児 島 県
いちき串木野
市

485,624与論町 253,940 1.9倍 393,564 7

沖 縄 県渡名喜村 422,476竹富町 187,924 2.2倍 287,062 47

都道府県別１人当たり医療費の格差の状況（平成26年度）

１人当たり医療費 全国平均：333,461円

（※） ３～２月診療ベースである。
（出所）国民健康保険事業年報
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平均所得
（万円）

最高 最低
格差

平均所得
（万円）

最高 最低
格差

（万円） （万円） （万円） （万円）

北海道 57.8 猿払村 588.8 赤平市 26.3 22.4 滋賀県 61.0 栗東市 86.3 豊郷町 44.4 1.9

青森県 46.6 六戸町 70.4 今別町 35.9 2.0 京都府 54.2 宇治田原町 66.6 綾部市 41.8 1.6

岩手県 50.2 野田村 68.4 金ヶ崎町 38.2 1.8 大阪府 55.1 箕面市 81.0 泉南市 37.5 2.2

宮城県 58.5 南三陸町 83.3 涌谷町 44.8 1.9 兵庫県 58.9 芦屋市 119.1 新温泉町 44.5 2.7

秋田県 42.4 大潟村 168.6 小坂町 33.9 5.0 奈良県 54.7 生駒市 76.2 野迫川村 37.4 2.0

山形県 51.9 大蔵村 59.1 小国町 36.2 1.6 和歌山県 46.9 印南町 56.5 北山村 35.3 1.6

福島県 60.0 葛尾村 234.3 柳津町 40.9 5.7 鳥取県 46.4 北栄町 62.0 若桜町 34.8 1.8

茨城県 65.1 つくば市 83.0 高萩市 50.5 1.6 島根県 51.6 知夫村 63.6 川本町 38.1 1.7

栃木県 64.3 野木町 74.7 茂木町 50.2 1.5 岡山県 54.1 玉野市 64.1 美咲町 35.2 1.8

群馬県 60.6 嬬恋村 144.1 上野村 38.3 3.8 広島県 60.0 府中町 72.1 竹原市 45.6 1.6

埼玉県 74.5 和光市 103.3 長瀞町 50.5 2.0 山口県 50.8 和木町 58.3 上関町 37.8 1.5

千葉県 75.0 浦安市 106.1 長南町 53.6 2.0 徳島県 42.4 松茂町 53.6 つるぎ町 28.5 1.9

東京都 100.8 港区 250.1 檜原村 56.3 4.4 香川県 52.8 直島町 74.7 小豆島町 41.5 1.8

神奈川県 88.5 鎌倉市 105.8 横須賀市 65.7 1.6 愛媛県 43.4 八幡浜市 48.8 松野町 25.3 1.9

新潟県 52.6 湯沢町 61.3 阿賀町 36.2 1.7 高知県 46.7 越知町 56.9 大豊町 26.4 2.2

◎富山県 59.2 黒部市 67.2 上市町 47.3 1.4 福岡県 52.0 新宮町 78.3 川崎町 25.6 3.1

石川県 59.3 野々市市 76.5 穴水町 42.9 1.8 佐賀県 52.9 白石町 70.7 大町町 35.3 2.0

福井県 58.6 福井市 61.2 勝山市 51.8 1.2 長崎県 45.2 長与町 57.6 壱岐市 38.4 1.5

山梨県 61.1 山中湖村 93.9 丹波山村 40.4 2.3 熊本県 50.1 嘉島町 62.2 津奈木町 27.7 2.2

長野県 59.1 川上村 141.1 長和町 28.6 4.9 大分県 42.3 日田市 45.7 別府市 34.3 1.3

岐阜県 66.4 白川村 101.4 関ヶ原町 53.1 1.9 宮崎県 44.3 新富町 52.8 諸塚村 33.0 1.6

静岡県 73.0 長泉町 95.8 西伊豆町 48.4 2.0 鹿児島県 41.0 長島町 56.1 伊仙町 14.8 3.8

愛知県 84.5 長久手市 132.2 東栄町 60.0 2.2 沖縄県 40.8 北大東村 84.4 多良間村 17.8 4.7

三重県 62.3 木曽岬町 80.8 御浜町 43.1 1.9

都道府県内における1人当たり所得の格差（平成26年）

（注１）厚生労働省保険局「平成27年度国民健康保険実態調査」速報（保険者票）における平成26年所得である。
（注２）ここでいう「所得」とは、旧ただし書所得（総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額から基礎控除を

除いた金額）である。

１人当たり所得 全国平均：66.5万円
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保険者別１人当たり保険料（税）調定額 都道府県別１人当たり
保険料（税）調定額最 大 最 小 格差 順位

北 海 道猿払村 150,160三笠市 56,389 2.7倍 84,320 23

青 森 県平内町 109,820佐井村 65,287 1.7倍 81,573 32

岩 手 県奥州市 88,038岩泉町 57,900 1.5倍 76,385 41

宮 城 県大郷町 100,822七ヶ宿町 60,912 1.7倍 89,060 12

秋 田 県大潟村 138,006小坂町 51,405 2.7倍 76,134 43

山 形 県川西町 105,984西川町 62,249 1.7倍 90,160 7

福 島 県平田村 96,368
葛尾村・浪江町・
双葉町・大熊町・
川内村・富岡町・
楢葉町

0 - 75,706 44

茨 城 県境町 106,026常陸大宮市 69,387 1.5倍 84,615 22

栃 木 県鹿沼市 111,369茂木町 75,383 1.5倍 91,942 3

群 馬 県嬬恋村 111,402上野村 56,855 2.0倍 87,120 19

埼 玉 県八潮市 98,925小鹿野町 54,606 1.8倍 84,131 24

千 葉 県富津市 102,662成田市 70,365 1.5倍 87,627 17

東 京 都千代田区 132,900三宅村 38,930 3.4倍 90,127 8

神 奈 川 県湯河原町 117,394座間市 75,768 1.5倍 93,971 1

新 潟 県粟島浦村 95,929糸魚川市 55,739 1.7倍 82,398 28

◎ 富 山 県南砺市 100,520氷見市 72,171 1.4倍 88,532 14

石 川 県野々市市 105,759珠洲市 73,230 1.4倍 92,639 2

福 井 県福井市 95,471池田町 56,494 1.7倍 87,842 15

山 梨 県
富士河口湖
町

110,758丹波山村 58,596 1.9倍 90,540 6

長 野 県南牧村 114,987大鹿村 31,359 3.7倍 77,487 38

岐 阜 県岐南町 108,632飛騨市 67,435 1.6倍 91,717 5

静 岡 県吉田町 106,364川根本町 66,690 1.6倍 91,859 4

愛 知 県田原市 108,859東栄町 63,572 1.7倍 89,632 10

三 重 県木曽岬町 102,305大紀町 56,593 1.8倍 85,190 21

保険者別１人当たり保険料（税）調定額 都道府県別１人当たり
保険料（税）調定額最 大 最 小 格差 順位

滋 賀 県栗東市 104,683豊郷町 70,905 1.5倍 87,665 16

京 都 府精華町 96,006伊根町 50,638 1.9倍 80,409 34

大 阪 府池田市 99,367田尻町 63,416 1.6倍 81,574 31

兵 庫 県芦屋市 98,852養父市 67,505 1.5倍 82,533 26

奈 良 県生駒市 100,539下北山村 45,743 2.2倍 82,391 29

和 歌 山 県上富田町 99,278古座川町 49,792 2.0倍 80,111 35

鳥 取 県若桜町 89,511智頭町 60,115 1.5倍 79,728 36

島 根 県松江市 98,540知夫村 65,172 1.5倍 88,850 13

岡 山 県早島町 99,284新庄村 66,761 1.5倍 82,519 27

広 島 県府中町 92,376神石高原町 54,392 1.7倍 87,462 18

山 口 県平生町 101,009上関町 63,062 1.6倍 90,087 9

徳 島 県石井町 99,937つるぎ町 58,060 1.7倍 82,944 25

香 川 県観音寺市 99,700小豆島町 63,854 1.6倍 86,640 20

愛 媛 県東温市 86,318松野町 58,655 1.5倍 76,659 40

高 知 県安芸市 88,189三原村 45,975 1.9倍 77,063 39

福 岡 県大木町 91,986添田町 51,138 1.8倍 76,292 42

佐 賀 県白石町 99,061有田町 66,364 1.5倍 89,547 11

長 崎 県大村市 81,715小値賀町 63,998 1.3倍 74,864 45

熊 本 県あさぎり町 98,524津奈木町 57,608 1.7倍 80,426 33

大 分 県竹田市 94,620姫島村 51,371 1.8倍 79,469 37

宮 崎 県新富町 93,239日之影町 60,057 1.6倍 81,704 30

鹿 児 島 県中種子町 85,160伊仙町 33,082 2.6倍 70,452 46

沖 縄 県北谷町 70,145粟国村 28,449 2.5倍 56,166 47

国保保険料の都道府県内格差（平成26年度）

（※）平成２６年度 国民健康保険事業年報を基に作成

（注１） 保険料（税）調定額には介護納付金分を含んでいない。
（注２） 被保険者数は３～２月の年度平均を用いて計算している。
（注３） 東日本大震災により保険料（税）が減免されたため、1人当たり保険料調定額が小さくなっている保険者がある

福島県を除くと長野県の格差が最大となる。

１人当たり保険料（税）全国平均：84,952円
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○社会保障改革プログラム法（H25.12.5成立）・・・・社会保障制度改革の全体像・進め方を明示

○「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」（H27.5.27成立）

国民健康保険の改革による制度の安定化（運営の在り方の見直し）

11

国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議の場
（国保基盤協議会）で議論 （現在も議論継続）

住 民

【現行】 市町村が個別に運営
【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う

など中心的役割

市町村

都道府県

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

（構造的な課題）

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営に
中心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）



改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村の役割

改 革 の 方 向 性

１ 運営のあり方 ○ 都道府県が、県内市町村とともに、国保の運営を担う
○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の

確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村

が担う事務の効率化、標準化を推進

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２ 財政運営 財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

国保事業納付金を県に納付

３ 資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、
標準化、広域化を推進

地域に身近な関係の中、資格を管理
（被保険者証等の発行）

４ 保険料の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法により、市町村ごとの
標準保険料率を算定・公表

市町村ごとの医療費水準、所得水準を
考慮することが基本

・標準保険料率を参考に保険料率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収

５ 保険給付 ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対し
て支払い
・市町村が行った保険給付の点検

・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等

６ 保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健
事業を実施
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支出

改革後の国保財政の仕組み（イメージ）

① 保険給付に必要な費用
を、全額、市町村へ交付

②災害等による保険料の減
免額等が多額であること
や、市町村における保健

事業を支援するなど、市町
村に特別な事情がある場
合に、その事情を考慮して
交付

支出

保険料 保険給付費

支出

保険料 保険給付費

納付金 交付金

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

市町村の

国保特別会計 Ａ市

現行 改革後

公費

・定率国庫負担
・保険料軽減 等

収入
公費

保険料軽減 等

公費

収入定率国庫負担 等

収入
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国保保険料の賦課、徴収の仕組み（イメージ）

都 道 府 県

市 町 村

住 民

保険料の賦課・徴収

・納付金の決定

県全体 ○億円

Ａ市 ○億円
Ｂ町 ○千万円

納付金の支払い

都道府県が各市町村が納付金を納める
ために必要な標準保険料率を示す

市町村ごとの納付金を決定
（医療費水準、所得水準を考慮）

標準保険料率を参考に、各市町村が、
保険料率を決定し、賦課・徴収

徴収した保険料等を財源として
納付金を都道府県に支払い

・標準保険料率
の提示

※詳細は引き続き地方と協議
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A市が

納める納付金

Ｂ町が

納める納付金

都 道 府 県

A市の

保険料率

B町の

保険料率

市 町 村

保
険
料
収
納
必
要
額

医

療

給

付

費

等

公

費

等

国保保険料の賦課・徴収の基本的仕組み （イメージ）

＜ 県の標準設定のイメージ＞

○ 標準的な算定方式は
３方式（所得割、均等割、世帯割）

○ 標準的な収納率は、
市町村規模別に、右表の
とおりとする。

○ 都道府県は、

・ 医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金（※）の額を決定（①）
※ 市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮

・ 都道府県が設定する標準的な算定方式等に基づいて市町村ごとの標準保険料率を算定･公表（②)

○ 市町村は、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、

それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課･徴収し、納付金を納める。（③）

被保険者数 標準的な収納率
（イメージ）

１万人未満 ９４％

１万人～５万人未満 ９２％

５万人～１０万人未満 ９０％

１０万人以上 ８８％

Ａ市：１０万人

(標準的な収納率 88％)

Ｂ町： １万人

(標準的な収納率 92％)

○ ２方式（所得割、均等割）

○ 予定収納率：90％

○ ３方式（所得割、均等割、平等割）

○ 予定収納率：94％

○ 都道府県が定めた標準的な保険料算定

方式等を参考に、実際の算定方式や保険

料率を定め、保険料を賦課、徴収

①

②

③

A市の

標準保険料率

（例）

Ｂ町の

標準保険料率

②

※ 市町村は、都道府県が設定する標準的な収
納率よりも高い収納率をあげれば、「標準保険
料率」よりも安い保険料率を設定できる。（収納
インセンティブの確保）

①
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○ 年齢調整後の医療費水準が同じ場合、

市町村の所得水準が高いほど納付金負担が大きくなり、

公平な保険料水準となる。

＜按分方法＞

被保険者数に応じた按分額に

市町村ごとの医療費実績を反映

（医療費実績は、年齢構成の

相違による差を調整したもの、

複数年平均）

国保事業費納付金（イメージ）

＜按分方法＞

所得水準に応じた按分額に

市町村ごとの医療費実績を反映

（医療費実績は、年齢構成の

相違による差を調整したもの、

複数年平均）

<都道府県単位の保険料収納必要額>

○ 市町村の所得水準が同じ場合、

年齢構成の差異の調整後の医療費水準が高いほど

納付金の負担が大きくなり、

医療費水準に応じた負担となる。

C市の

所得水準

D市の

所得水準

A市の

所得水準

B市の

所得水準

○ 都道府県が、都道府県内の保険料収納必要額（医療給付費－公費等による収入額）を

市町村ごとの医療費水準と所得水準等で按分し､市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定

所得水準の高い都道府県ほど、割合大
（全国平均並の所得水準の場合、全体の50％）
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※ 保険料水準が急激に変化しないよう、時間をかけて、見直しを進める必要

○ 年齢構成の差異の調整後の医療費水準が同じ市町村で

あれば同じ保険料水準となる。（所得水準の高い市町村ほ

ど納付金の額のうち応能割保険料分の割合が大きくなる）

○ 所得水準が同じ市町村であれば、年齢構成の差異の調

整後の医療費水準の高い市町村ほど、保険料が高くなる

<医療費水準が保険料に与える影響（平均的な所得の場合）><所得水準が保険料に与える影響（医療費水準が同じ場合）>

保険料の設定方法の見直しの効果(イメージ)

： １１

■ 所得水準が県内平均の市町村（※）

１倍

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

応能分 応益分

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

■ 医療費水準が県内平均の市町村（※）

１倍

１ １：

応能分 応益分

■ 所得水準が高い市町村（県内平均の1.2倍）

1.2 １：

１倍

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

応能分 応益分

■ 所得水準が低い市町村（県内平均の0.8倍）

１0.8 ：

１倍

【保険料率】10％ 【保険料額】3,000円

応能分 応益分

【保険料率】８％ 【保険料額】2,400円

■ 医療費水準が低い市町村（県内平均の0.8倍）

0.8倍

１ １：

応能分 応益分

■ 医療費水準が高い市町村（県内平均の1.2倍）

【保険料率】12％ 【保険料額】3,600円

1.2倍

１ １：

応能分 応益分
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○ 国民健康保険保険給付費等交付金は下記２つの目的で交付される。
①「保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施」（普通給付分）
②「当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整」（特別給付分）

普通給付分

・各市町村が保険給付に要した費用を全額交付
（療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、
移送費、高額療養費、高額介護合算療養費）

特別給付分

・市町村向けの国の特別調整交付金分
・都道府県繰入金の２号交付金分（激変緩和分を含む）
・保険者努力支援制度分
・特定健診費用の３分の２負担分

都道府県 特別会計

市町村 特別会計

納付金 特別給付分 普通給付分

保険料 保険給付

普通給付分＝保険給付保険料
＝納付金－特別給付分

±その他調整
（その他公費、その他事業） 18

※都道府県で保険料率を一本化する場合には特別な調整が必要
となる。

国民健康保険 保険給付費等交付金（案）



H30年度からの富山県の国保財政の基本的な枠組み

一般会計

・都道府県繰入9％ ４６億円
・高額医療費負担金1/4 ６億円
・特定健診1/3 1.7億円

診療報酬支払基金

被保険者

国

・定率国庫負担32％ １５０億円
・調整交付金（国）9％ ５０億円
・保険者努力支援 等 １２億円

都道府県

一般会計

・保険給付費等交付金
（普通給付分）
毎月６０億円・事業費納付金

【医療・後期・介護】
年２４５億円

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）
⇒国・都道府県負担分も含めて全額

繰入れ ５０億円

市町村

一般会計
各市町村国保特別会計

富山県国保特別会計

国保連合会

医療機関

・前期高齢者
交付金 等

年３８０億円

・後期高齢者支援金
・介護納付金
・前期高齢者納付金

年１７０億円

保険料
【医療・後期・介護】

年２２５億円

保険給付費 年７２０億円

保険給付費

現金給付

現物給付

・保険給付費等交付金
（特別給付分）
年１７億円

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4 24.8億円
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4 4.4億円

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2
８．５億円
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※１ 金額はすべて現時点 の概算または見込み
※２ 各一般会計からの公費については、名称、

規模等未定の部分が多く、今後変更となる。

財政安定化
基金

約１４億円

貸付

貸付・交付



財政安定化基金の設置（案）

都道府県・市町村

貸付

交付

財
政
安
定
化
基
金

（都
道
府
県
に
設
置
） 償還

給付増分

保険料で賄う部分

保険料
未納分

※ 創設時

○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源から
の財政補填等を行う必要がないよう、都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対
し貸付・交付を行うことができる体制を確保する。

○ 貸付・・・各年度、財源不足額を貸付。原則３年間で償還（無利子）

○ 交付・・・特別な事情が生じた場合、モラルハザードが生じないよう留意しつつ、財源不足額のうち保
険料収納不足額×１／２以内を交付

特別な事情に該当する場合 ･･･災害、景気変動等（詳細は、今後地方と協議の上、政省令で規定）

１．趣旨

２．内容

○ 2,000億円規模をめざし、国費で創設・順次積増しすることとし、平成27年度は200億円、平成28年度
は約400億円（予算案）を措置。

○ 交付分に対する補填は各都道府県が基金の適正規模を判断して決定。
※国・都道府県・市町村（保険料。按分の在り方については引き続き検討）で１／３ずつ補填

３．基金規模等

保険料

国

※詳細は引き続き地方と協議
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